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用語の定義－01 

地盤 1（平均地盤、≦3ｍ） 

（関係条文） 

令 2条 2 項 

 

 1.建築物の地盤は 

のいずれかによる。 

  ａ．現況地盤 

    原則地盤レベル変更をしない現況地盤とするが、変更する場合は、盛土前・切 

    土後の地盤とする。（ポーチ・犬走り等の部分的な場合も、含む） 

                           現況地盤 

         計画ＧＬ              切土 

             盛土 

                    地盤算定位置 Ａ～Ｂ～Ｃ（   ） 

  ｂ．29 条、宅造による地盤 

   ・検査済証のコピーを添付する事 

   ・建築工事と宅造工事を同時に施工する場合の取り扱いについては、宅造審査担当者、構造

審査担当者と協議により、宅造許可証の添付によることができる。 

 

 2．平均地盤(計測位置は建物の外壁及び人の乗れるバルコニー等の先端) 

                                   （建築面積と異なる場合があります） 

    配置図に、レベルを記入し見付の展開図を作成の事 

 

    ＣＡＳＥ1 3ｍ以内の場合 

 

 平均地盤高さ =  

 

        =         =0.987下り 

 

 

         a 7.5   b 11.5        c  2.5  d 2.0  e    5.0      f  9.5  ａ 

                  
±0 

 

 

 

 

備考 
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2010.04.01 
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 ａ:現況地盤 
 ｂ:都市計画法 29 条、宅地造成等規制法(以下、29 条、宅造)による地盤 
 

          
                     Ｂ                    Ｃ 
      Ａ 

7. 5×1.5×1/2+11.5×(1.5+2.0)×1/2+2.5×2.0+2.0×1.5+5.0×1.5×1/2 
          7. 5+11.5+2.5+2.0+5.0+9.5 
    37.5 
    38.0 

 a ±0  9.5    f ±0 

            5.0    －1.5 

 7.5        e  －1.5     d    －2.0 

                      2.5 

 b －1.5          10.5        1.0  C －2.0 

バ
ル
コ
ニ
ー 



  

用語の定義－02 

地盤 2（平均地盤、＞3ｍ） 

 （関係条文） 
 令 2条 2 項 

  ＣＡＳＥ2 3ｍを超える場合(建物の接する地盤レベルの、一番高い位置か、低い 

             位置から、3ｍごとに算定注、３ｍが続く場合は３ｍを超える位置で算定) 

                         

                    a      8.5        k    7.6     j 
                      ±0         -3.0             -5.0 
                                    6.0             3.0 
                  7.5    Ⅰ           Ⅱ         -6.0 i  -7.0 h 
                                                     3.9    Ⅳ 
                            -3.0 d    7.5    e –5.0 5.0   Ⅲ    -10.0 
                         5.5    3.0               7.0  4.5 
                    b –1.5   -2.0 c           f -6.0        -9.0 g 
Ⅰ地盤平均地盤高さ= 

 （±0 より）   

         =        = 1.755下り 

 ±0 a      7.5       b   5.5    c 3.0  d      6.0     k        8.5        a 

 

                        

                 

Ⅱ地盤平均地盤高さ=  

  (-3.0より) 

        =        = 1. 405下り 

 -3.0 ｄ  7.5  e  3.0 f  5.0   i  3.0  j  7.6     k     6.0     d 

  

 

 

Ⅲ地盤平均地盤高さ= 

  (-6.0より) 

         =        = 1.２７３下り       

 ｆ  7.0  ｇ 4.5 ｈ 3.9ｉ  5.0  f 

 -6.0 

  

 

Ⅳ地盤平均地盤高さ=     =0.5下り (線状地盤) 

   (-9.0より) 

-9.0ｇ 4.5 ｈ 4.5 ｇ 

   

備考 注；「高さ・階数の算定方法・解説」日本建築行政会議 
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7. 5×1.5×1/2+5.5×（1.5+2.0）×1/2+3.0×（2.0+3.0）×1/2+6.0×3.0+8.5×3.0×1/2 
            7. 5+5.5+3.0+6.0+8.5    
   53.5 
   30.5    

  
1.

5 
   2

.0
 

 3.
0 

   3.
0 

 
7.5×2.0×1/2+3.0×（2.0+3.0）×1/2+5.0×3.0+3.0×（3.0+2.0）×1/2+7.6×2.0×1/2 
          7.5+3.0+5.0+3.0+7.6+6.0 
  45.1 

  
32.1 

  
  

 2
.0 

      
3.0

 
   

  
     

 3
.0

 
       

   
2.0

 
 

7.0×3.0×1/2+4.5×3.0+3.9×1.0×1/2 
      7.0+4.5+3.9+5.0 
 2５.９５ 
 20.4 

4.5×1.0 
 4.5+4.5 

1.
0 

  1.
0 

3.
0 

    
1.

0 



  

 用語の定義‐03 

地盤 3（ゾーン決定例 1） 

（関係条文） 

 令 2条 2 項 

□平均地盤のゾーン決定例   

建築物と地盤の状況 上から 3ｍの場合 下から 3ｍの場合 

 ±0 

+4.0 

+4.0 

  建築物 

 

 ±0 

  

         

 

  
 
 

 
4.0～1.0 
1.0～0 

  

 
  

 
 

  
 

 0～3.0 

 3.0～4.0 
±0 

 

+4.0  建築物 +4.0 

 

±0 

 

 

 

 
   
 

 
 4.0～1.0 
 1.0～0 

  

 
   
 

 
0～3.0 

 3.0～4.0 
±0   +4.0 

 

+4.0 建築物 

 

±0 

 

+4.0 

 

 

    

 
    
 
 

 
 
 4.0～1.0 
 1.0～0 

    

 
  
 
 

 
 
 0～3.0（直線） 

 3.0～4.0 

+4.0 

 

 建築物   ±0    

   

±0  

       

+4.0 

 

 

 

 

 

 

 

        
 
        
 

     
 

4.0～1.0 

1.0～0 

 

 
 
 

 
 

      
 
 0～3.0（直線） 
 3.0～4.0 

 

 

 

 

備考 
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 用語の定義‐04 

地盤 4（ゾーン決定例 2） 

（関係条文） 

 令 2条 2 項 

□平均地盤のゾーン決定例 

建築物と地盤の状況 上から 3ｍの場合 下から 3ｍの場合 
+4.0 

 

建築物 

+4.0 +4.0 

 ±0     

   

+4.0 

 

 
 
 
  

                        

 
4.0～1.0 

1.0～0 

  
 
 
     

    
 
 0～3.0（直線） 

3.0～4.0 
 +4.0 

建築物 

 

 

+4.0 ±0 +4.0 

  

 +4.0 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.0～1.0 

1.0～0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0～3.0（直線） 

3.0～4.0 
+4.0 

 

建築物 

    

 

  +4.0     

±0 

+4.0 +4.0 

 
 
 
  
 
 
 

4.0～1.0 

1.0～0 

 
 
 
  
 
 
 

0～3.0（直線） 

3.0～4.0 
 +4.0 

 

 建築物 ±0 

 

 

+4.0 

 

 

 ±0 +4.0 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.0～1.0 

1.0～0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0～3.0（直線） 

3.0～4.0 

 

 

 

備考 
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計測地盤面 

Ｌ 

バルコニー バルコニー 
計測位置 

計測地盤面 

計測地盤面 計測地盤面 

計測位置 

計測位置 計測位置 

計測地盤面 
計測地盤面 

▼ 

▼ 

▼ 

計測地盤面 

Ｌ 

Ｌ 

Ｌ 

 用語の定義－05 

地盤 5（ドライエリア等） 

 （関係条文） 

 令 2条 2 項 

 ３ ドライエリアがある場合の地盤 

定義：建築物と一体に設けられたドライエリア注とは通風・採光の為の必要最低限の形

態で、平面的に閉塞状態のもので出巾（外壁面とドライエリアの壁面間の有効寸

法）が 2.0ｍ以下のものをいい、建築物の部分とみなす。 

                                     Ｌ 

                      ≦2.0m Ｌ  バルコニー  ≦ 2.0m 

             ドライエリア                     

                   建築物                                    

                                 通風･採光 

      建 築 物                        通風･採光 

                       本体と一体構造    本体と一体構造 

    但し、次の場合はドライエリアとみなさない。                    

 

 建築物        独立した擁壁 

                        建築物          

                              端部が閉じていない  

 ４ 地盤の水平方向の広がりの取り扱い 

   (接する地盤の水平方向の、ひろがりは原則Ｌ以上必要、但し地盤としての安定

性・安全性が図られている場合はこの限りではない。)    

        

  建築物                   建築物                             

                                              

                                             

                                   ≦３０°          

      バルコニー                          バルコニー                                          

                                              

  建築物                    建築物                           

                                 

                                    

                                   ≦３０°           

※ Ｌ：≧１ｍ（ただし戸建住宅は≧５０ｃｍ） 

備考 注；「高さ・階数の算定方法・同解説」日本建築主事会議 
 

※本規定（地盤 5）の適用（2010.04.01）以前に既に設計に着手している場合に

おいては、従前の規定によることができる。 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010.04.01 
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平均地盤 

接地する外壁面と

ボックス車庫の壁
面が、離れている事 

                            用語の定義－06 

地盤 6（ボックス車庫） 

     （関係条文） 

 令 2条 2 項 

5、ボックス車庫がある場合の地盤 (宅造許可によるボックス車庫含む) 

ａ、建築物の地盤とボックス車庫の地盤との関係   

        ＣＡＳＥ1 上部建物とボックス車庫が平面的に離れている場合 

 

                       平均地盤：上部建物とボックス車庫は 

                                                  別棟注とし、平均地盤につい 

                                                    ても上部と下部それぞれ毎に 

算定 

 

 

   

     

            ＣＡＳＥ2 上部建物とボックス車庫が、平面的に重なっている場合 

                                              ｈ≧1m の時：上部建物とボックス車    

                                                         庫は別棟注とし平均地 

                                                          盤についても、上部と 

                                                          下部それぞれ毎に算定 

                                              ｈ＜1m の時：上部建物とボックス車    

                    ｈ                            庫は同一棟とし、平均 

                                                          地盤についても、上部 

                                                          と下部を一体で算定 

                 ｈ：ボックス車庫のスラブ天から、上の宅盤迄の寸法 

         

               注）上部建物とボックス車庫が、別構造である事 

               

   法第 19 条第 4項 敷地の衛生及び安全 

宅造規制区域内で第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用内の独立車庫の

取扱い 

宅地造成許可による車庫は、ボックス擁壁として宅地造成基準に適合させるとともに、

建築基準法の規定にも適合させること。 

        

備考 
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 用語の定義－07 

地盤 7（平均地盤と建築面積等） 

     （関係条文） 

 令 2条 2 項 

 6．平均地盤と、建築面積・外壁後退 

ａ．平均地盤と建築面積 

                   建築面積算入 建築面積不算入 

                                                   

                                           スラブ天 

           地階 

                                                             1ｍ 

                                                                 平均地盤面 

ｂ．平均地盤と外壁後退 

                                              外壁後退対象(手摺等を含む) 

                                                       

                                                    1ｍ 

 

                                                                 平均地盤面 

7.平均地盤と階数･面積 

                                          1 層            2 層           3 層 

                3    2                 １     B1       2      1       3      2                                       

                2    1 

                １           第 2平均 GL 

  第 1 平均 GL          
B1                                        

                                              1F 床面積          2F 床面積 

                                   但し          水平区画：層毎 

                                                 垂直区画：実態 

                                     防災上は    避難    ： 〃 (避難階) 

                                                 48 条    : 実態 

                                                 27 条    : 〃 

                        地階：令 1 条２号による。但し、この地盤面は、平均地盤面による 

 

 

 

 

 

備考 
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≧１０ｍ 

 用語の定義－08 

建築面積 1（軒、ひさし、はね出し縁等 1）                   

（関係条文） 

 令 2条 1項 2 号 

□軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもの 

 令 2条 1項 2号にある「軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもの」の内 

その他これらに類するものは、以下による。 

①はね出しバルコニー 

②はね出し廊下 

③出窓（建設省建築指導課監修『床面積の算定方法の解説』の出窓の規定を満足するも 

 の） 

④はね出し階段 

□はね出し 

 はね出しは、以下の形を満足するものとする。 

  

 

 

 

 

 

 

. 

 

  

 

                                     

 

 

 

 

 

凡例 建築面積算入部分 

※1ｍ引きは、はね出しの先端より。        はね出しの先端 

10ｍは壁芯及び柱芯 

はね出し部分は、片持ち構造になっていること 

備考 

 

 

西宮市建築基準法取扱い基準 

2010.04.01 

8 

1ｍ
 

1ｍ
 

1ｍ 



  

階段のみを支える柱 

（飾り柱も同じ） 

１ｍ 
住戸 

住戸 

手摺等 

１ｍ 

１ｍ 

階段のみを支える構造壁 

手摺等 
手摺等 

１ｍ 

1ｍ 

手摺等 

 用語の定義－9 

建築面積 2（軒、ひさし、はね出し縁等 2）                   

（関係条文） 

 令 2条 1項 2 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例      建築面積算入部分、    はね出しの先端 

 

※1ｍ引きは、はね出しの先端より。 

備考 

 

 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010.04.01 

9 



  

ａ ｂ 

ｃ ｄ 

ｄ ｃ 

用語の定義－10 

建築面積 3（高い開放性）                                

（関係条文） 

令 2条 1項 2 号・告示平 5 建告 1437 

□高い開放性を有すると認めて指定する構造（次の①～④の規定を全てみたすもの） 

Ⅰ 平面の構造 

①外壁を有しない部分が連続して 4ｍ以上であること②柱の間隔が 2ｍ以上であること 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ⅱ 断面の構造 

③天井の高さが 2.1ｍ以上であること④地階を除く階数が 1であること 

 

 

 

 

 

ただし次のようなものは階数が 1 ではない 

 

 

 

 

凡例 

；外壁を有しない 4ｍ以上の部分（転落防止の為の開放性の高い縦格子タイプの

手摺（上部が 1.1m かつ 1/2 以上の開放があること）以外は開放された空間、） 

  ；2ｍ以上の柱の間隔 

 ；柱 ；軒等の先端 ；軒等の先端より 1ｍ後退した線 

 ；壁等 ；地盤 ；2.1ｍ以上の天井の高さ 

 ；開放性の高い縦格子タイプの手摺     

備考 

 

 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010.04.01 

10 

ａ ｂ 



  

2
ｍ
 

ｈ1≧1.1ｍ 

かつ 

ｈ1≧1/2ｈ２ 

ｈ1 
ｈ2 

                           用語の定義－11 

床面積１（開放廊下等）                            

 （関係条文） 

 令 2条 1項 3 号 

□幅 2ｍまでを床面積に不算入とするふきさらしの廊下について「床面積の算定方法 

  の解説」の各規定に以下の規定を加える。              ≧2ｍ        ≧2ｍ 

①開放する部分が、有効 2ｍ以上有る事       
≧2ｍ

        柱           飾り柱(W≦500) 

                                                                         芯 

                                                                         

②外気に有効に開放されている部分の高さ パーテイシヨン 開口部有 

  

 

                              ｒ= h1
       ｒ= h1

 

     h2   
h1

          
h2    

h1     
h2
         

h2
   

 

２ｍ ２ｍ ２ｍ ２ｍ ２ｍ 

 

 

③吹きさらし廊下に面したアルコーブ等 

                               芯 

 

 

 

                       開放性を阻害する門・塀等がない事 

 

④屋外階段に接する吹きさらし廊下－１ 

【図 A】【図 B】のように階段のささら桁、手すりが廊下の開放性に支障がない場合は有効に開放

しているとみなして吹きさらしの廊下として扱う。 

【図 A】                       【図 B】                    

 

 

 

 

 

 

備考 

昭和６１年４月３０日、建設省住指発第１１５号 

建設省建築指導課監修『床面積の算定方法の解説』 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010.04.01 
2013.07.01 
2020.08.01 

11 

2 ｍ
 

屋 内 

ふきさらしの廊下 

屋外階段 

ふきさらしの廊下 

屋 内 

屋外階段 



  

                         用語の定義－12 

床面積 2（開放廊下等）                            

 （関係条文） 

 令 2条 1項 3 号 

  

④屋外階段に接する吹きさらし廊下－２ 

【図 C】【図 D】のように廊下と屋外階段との間に壁（開放性のある手すりを除く）がある場合は、

階段と廊下が壁で区画されており、外気に有効に開放されていない部分は床面積に参入す

る。 

【図 C】                               【図 D】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④外気に有効に開放されている部分の隣地境界線迄の距離及び対面する建築物の部分等

までの距離（各有効寸法、但し隣地が道路、公園、公有水面等で将来にわたって空地が

担保される場合には隣地からの有効寸法は考慮しなくてもよい） 

近商・商業   その他 

         a            a ≧1.0ｍ    ≧2.0ｍ 

                     b ≧1.0ｍ    ≧2.0ｍ 

           b         c ≧0.5ｍ    ≧1.0ｍ 

 

         c 

 

凡例     床面積算入部分 

備考 

昭和６１年４月３０日、建設省住指発第１１５号 

建設省建築指導課監修『床面積の算定方法の解説』 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010.04.01 

12 

ふきさらしの廊下 

屋外階段 

床面積に算入する部分 

ふきさらしの廊下 

屋 内 

屋外階段 

床面積に算入する部分 



  

２．Ａ≧法定上必要な廊下幅 

Ａ 
廊下 

Ａ 

Ｂ 

3ｍ 

3ｍ Ｈ1 

Ｈ2 

 用語の定義－13 

床面積 3（共用廊下、地階の住宅の部分） 

（関係条文） 

法 52 条 3項・4項・6 項 

□共同住宅の共用廊下（アルコーブの取扱い） 

１．Ａ≧Ｂ 

 

 

 

 

 

 

  

※各住戸よりＥＶへの経路は共用部 

※各住戸より住宅専用の駐車場・駐輪場への経路は共用部 

※住宅専用の駐車場・駐輪場から屋外へ出る経路は共用部 

※１．２いずれの場合もアルコーブ部分は、門等がない他、空調屋外機、居住専用空間

がない等、共用の廊下としての空間を有している事。 

※Ａ，Ｂ共有効寸法 

 

□地階の住宅の部分 

 

容積率の算入において、「建築物の地階で 

その天井が地盤面からの高さ 1ｍ以下に 

あるものの住宅の用途に供する…」 

において、その天井が地盤面からの高さ 

1ｍ以下とは下記のように判定する 

 

地盤面；平均地盤面 

 

天井；令 21 条による 1室毎の 

   平均天井面 

 ；平均天井面 

 ；平均地盤面 

Ｈ1，Ｈ2；地盤面からの天井の高さ 

   ；建築物が接する地盤のレベル 

備考 

 

 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010.04.01 

13 



  

立面 

平面 

ｄ ｈ 

ｄ 

下記の形態を満足する出窓は床面

積が発生しない 

 用語の定義－14 

床面積 4（地下ピット、機械式駐車場、出窓） 

（関係条文） 

令 2条 1項 3 号 

□給水タンク又は貯水タンクを設置する地下ピット   

     『タンクの周囲に保守点検専用の空間のみを有するものについ 

ては床面積に算定しない』 

  この規定において、床面積に算定しない部分は最下階の下の部分

とする 

 

最下階 

 ポンプ等があり用途が発生すれば全て機械室とみなして全て面積に算入する 

□機械式駐車場 

 最下層が床面積の算定が可能な場合は、床面積の算定をして、 

 上層については１台につき１５㎡として算定する。 

 （最下層床面積+（設置台数-最下層における台数）×15㎡） 

□機械式駐輪場 

最下層が床面積の算定が可能な場合は、床面積の算定をして、 

上層については１台につき１．２㎡として算定する 

 但し、サイクルラック等で自転車が平面的に交差しないものにつ

いては最下層のみの算定でよい 

□出窓 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例；    見付（室内側からの水平投影） 

ｄ≦500（周囲の外壁面からの水平距離） 

ｈ≧300（下端の床面からの高さ）、見付面積の 1/2 以上が窓であること 

 

備考 

 

建設省建築指導課監修『床面積算定方法の解説』 

西宮市建築基準法取扱い基準 1 
2010.04.01 

14 

側面 



  

Ｈ 
Ｈ 

 用語の定義－15 

階数 

                             （関係条文） 

                                                 令 2 条 1 項 6 号・令 2条１項 8 号                                                                              

□階数に算入されない、令２条１項８号の「昇降機等、装飾塔、物見塔、その他これら 

  に類する建築物の屋上部分又は、地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の 

  部分」の内、その他これらに類するのは、以下のものが該当する。 

  (１)屋上部分 

      通常の使用時には人が進入せず、かつ、用途･機能･構造上屋上に設けることが、 

      適当と認められる部分 

  (例)通常規模の昇降機の昇降ロビー・階段室 

      各種機械室(空調機械室、排煙機械室、発電機械室等)で、屋上に設けることが適 

      当であるもの。 

  (２)地階部分 

      居室を有せず、かつ用途･機能･構造上地階に設けることが適当と、認められる部 

      分 

  (例)地階の倉庫、機械室に通じる階段、通路等(この場合、階段、通路等の床面積を含 

      めた規模が、建築面積の８分の１以内であること) 

□高さ、階数に算入されない昇降機等の屋上突出物の形態は 

                    Ａ1                                                ａ1 

                              離れている事                       離れている事 

                                  Ａ2                                                ａ2 

 

 

 

            Ａ1＋Ａ2≦
1／８×建築面積         ａ1＋ａ2≦

1／８×建築面積 

 

 

 

 

 

 

 

※  ；屋根面、Ｈ；ペントハウスの高さ 

備考 

 

建設省建築指導課監修 『建築法規の実務』 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010.04.01 

15 



  

 用語の定義－16 

高さ 

（関係条文） 

 令 2条 1項 6 号・令 2条 1 項 8 号 

□建築物の高さに算入されない屋上部分について、令２条１項６号ロの「階段室、昇降 

  機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類するもの」の内、その他これらに類す 

  るものは、以下のものが該当される 

   ①通常規模の昇降機の昇降ロビー 

   ②空調機械室、排煙機械室、発電機室、吊上式自動車車庫の機械室等で、屋上に設置

することが適当なもの 

   ③雪下ろし塔屋 

   ④時計塔、教会の塔状部分 

   ⑤高架水槽（周囲の目隠しを含む） 

   ⑥キュービクル等の電気設備機器 

   ⑦クーリングタワー等の空調設備機器 

□建築物の高さに算入されない屋上突出部について令２条１項６号ハの「棟飾、防火壁 

の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物」の内、その他これらに類する屋上突

出物は、以下のものが、該当される。（但し、パラペットは高さに算入される。） 

  (１) 建築物の躯体の軽微な突出部 

   ①採光、換気窓等の立上り部分  

   ②パイプ、ダクトスペース等の立上り部分 

   ③箱むね 

  (２) 軽微な外装等部分 

   ①鬼瓦、装飾用工作物等(装飾塔に類するものを除く) 

   ②手すり(開放性の大きいもの。例示：避難規定―03 のＣＡＳＥ１に示す手すりと同

等以上の開放性をもつもの) 

  (３) 軽微な建築設備 

   ①避雷針、アンテナ等 

   ②煙突(法 33 条の場合を除く) 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

 

建設省建築指導課監修  『建築法規の実務』 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010.04.01 

16 



開放されている部分 

 用語の定義-17 

屋外階段の取扱い 

（関係条文） 

  令 23 条・令 123 条 

 

 

 

○ 屋外階段の取扱い 

開放されている部分(隣地境界線ａ0.5ｍ以上、建物間ｂ1.0ｍ以上)が階段周長（２Ａ+

２Ｂ）の 1／２以上であるもの、あるいは、これと同等程度以上の排煙性能を見込める

ものは屋外階段として取扱う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ａ、ｂ有効寸法 

 Ａ、Ｂ壁芯寸法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この規定は屋外階段かどうかの規定であり床面積の規定については「用語の定義-12」

を参照のこと 

備考 

 

 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010.04.01 

17 

1
.
1
m 屋

内

b

廊下

隣地境界線

A
B

a



                                用語の定義 18 

長屋・集会場・兼用住宅の定義について        

                            （関係条文） 法 30 条 

                             令 22 条の 3・令 23 条・令 118 条 

                             令 121 条・県条例 9章 

1 長屋 長屋とは、「２以上の住戸又は住室を有する建築物で、隣接する住戸又は住室

が、開口部のない壁又は床を共有し、廊下、階段等の共用部分を有しない形

式の住宅」であるが、この「壁又は床を共有し」の部分について次の条件を

満足すれば 長屋として取扱う。 

 

 

 

 

 

 

       L1/2≦ａ かつ L2/2≦ａ    [平面図] 

 

３階建て…２層連結（各階共 L1/2≦ａ かつ L2/2≦ａ）１,２階建て…1層連結 

 

 

 

 

 

 

 

 

「住戸」 専用の居住室、台所、便所及び出入口（居住者や訪問者がいつでも通れる 

    共用の廊下などに面している出入口を含む。）を有しているもの。 

「住室」 住戸の要件のうち、台所又は便所を有していないもの。 

※重層長屋については、長屋の一形態として扱うものとする。 

 

2 集会場 公民館、集会所、結婚式場、宗教関係施設の集会室、ホテル内の宴会場（原則と

して不特定多数の人が使用する場合）で避難階以外の 1室の床面積が、200 ㎡を

超えるものについては令第 23 条、令第 118 条、令第 121 条に掲げる集会場とし

て取扱う 

3 兼用住宅 住宅部分と住宅以外の部分が屋内空間によって、つながっているもの 

 

備考 

 

 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010.04.01 

18 

  

 



  

                           用語の定義－19 

児童福祉施設・老人福祉施設の定義について 1 

                            （関係条文） 

 令 19 条・県条例 17条の 2 

 福祉関係法令別施設                                             H14.1.9 

 

○児童福祉法【児童福祉施設*2】 

         助産施設・乳児院*1・母子生活支援施設・保育所・児童厚生施設 

         児童養護施設・知的障害児施設*1・知的障害児通園施設・ 

        盲ろうあ児施設*1 (通所施設を除く)・肢体不自由児施設*1 (通所施設を除く)・ 

                重症心身障害児施設*1(主として障害の程度が重い者を入所させる施設に限る)・ 

情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設・児童家庭支援センター 

○老人福祉法【老人福祉施設*2】 

                養護老人ホーム*1・特別養護老人ホーム*1・軽費老人ホーム・ 

老人福祉センター・老人デイサービスセンター・老人短期入所施設*1・ 

        老人介護支援センター 

      【有料老人ホーム*2（要介護タイプは *1）】 

○介護保険法【介護保健施設】 

                指定介護老人福祉施設*1・介護老人保健施設*1・指定介護療養型医療施設 

○身体障害者福祉法【身体障害者社会参加支援施設*2】               

        身体障害者福祉センター 

        盲導犬訓練施設 

○生活保護法【保護施設*2】 

                救護施設*1・更正施設・授産施設・宿所提供施設 

○母子保健法【母子保健施設*2】 

                母子健康センター 

○母子及び寡婦福祉法【母子福祉施設】 

                母子福祉センター・母子休養ホーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

 

 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010.04.01 

19 



  

                           用語の定義－20 

児童福祉施設・老人福祉施設の定義について 2 

                            （関係条文） 

 令 19 条・県条例 17条の 2 

 

○売春防止法【婦人保護施設*2】 

○医療法【助産所*2】 

○障害者自立支援法【障害者支援施設*1（主として障害の重い者を入所させる施設に限る）、*2】 

【地域活動支援センター*2】 

【福祉ホーム又は障害福祉サービス事業（生活介護、自立訓練、就労移行支援を行う事業に限る）

の用に供する施設*2】 

 

【上記に加え、消防法施行規則の一部を改正する省令（平成１８年総務省令第１１６号）附則第２条

により、障害者自立支援法（平成１７年法律第２８３号）附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日

（平成２４年３月３１日までの日で政令で定める日）の前日までの間の経過措置として、平成２１年

３月３１日時点において消防法施行規則第１３条２項の対象となるもの、として以下の下線部分につ

いては*１】 

 

  

 注  *1 ：兵庫県建築基準条例第17条の２｢老人福祉施設等｣に該当(通所施設を除く｡)  

  

    *2 ：建築基準法施行令第19条｢児童福祉施設等｣に該当  

  

  

  

 

備考 

 

 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010.04.01 

20 

障害者自立支援法附則第４１条第１項若しくは第５８条第１項の規定によりなお従前の例により

運営をすることができることとされた同法附則第４１条第１項に規定する身体障害者更生援護施

設（同法施行規則３５条の規定による改正前の身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）

第２９条に規定する身体障害者更正施設（肢体不自由者厚生施設（主として身体障害の程度が重

い者を入所させるものに限る。）、視覚障害者更生施設、聴覚・言語障害者更生施設又は内部障

害者更生施設（主として身体障害の程度が重い者を入所させるものに限る。）に限る。）、同法

第３０条に規定する身体障害者療護施設及び同法第３１条に規定する身体障害者授産施設（主と

して身体障害の程度が重い者を入所させるものに限る。）に限る。）及び障害者自立支援法附則

第５８条第１項に規定する知的障害者援護施設（同法附則第５２条の規定による改正前の知的障

害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第２１条の６に規定する知的障害者更生施設（通所施設

を除く。）、同法第２１条の７に規定する知的障害者授産施設（通所施設を除く。）及び同法第

２１条の８に規定する知的障害者通勤寮に限る。） 



  

                           用語の定義－21 

各種定義 

                            （関係条文） 

 法第 48 条、令第 130 条の 4第 1項 2 号 

□適合高齢者専用賃貸住宅 

適合高齢者専用賃貸住宅とは「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に規定する高齢者専用住

宅のうち、各戸に台所、水洗便所、洗面設備、浴室等を備え、食事、介護、家事、又は健康管理

のいずれかのサービスが提供されるなど、「介護保険法施行規則第15条第 3号及び老人福祉法施

行規則第 20 条の 4 の厚生労働大臣が定める基準」を満たすもので、かつ、都道府県知事に適合

高齢者専用賃貸住宅の届出をして受理されているものをいう。また、実態に応じて「共同住宅」、

「寄宿舎」のいずれかに該当するかを判断する。 

□近隣住民を対象とした公民館、集会所 

町内会等一定の地区住民を対象とし、当該地区住民の社会教育的な活動あるいは自冶活動の目的

に供するために設ける建築物であることから「学校（大学、高等専門学校、専修学校、各種学校

を除く。）、図書館その他これらに類するもの」に該当する。 

□防災備蓄倉庫等 

防災備蓄倉庫（市、自冶会、町内会が設置する防災備蓄倉庫）、消防団の消防器具の格納庫など

は、災害時に地域住民のために必要となる備品を確保するものであることから、第 1種低層住居

専用地域内に建築することが出来る公益上必用な建築物に該当するものと判断する。 

□ウィークリーマンション 

ウィークリーマンションは、旅館業法が適用される場合は、「ホテル又は旅館」に該当する。ま

た、旅館業法が適用されない場合は、実態に応じて「共同住宅」、「寄宿舎」のいずれかに該当す

るかを判断する。 

□学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 

「学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設」とは、近隣住民のための社会教育的

な教室等をいう。 

具体の事例としては 

○音楽教室（ピアノ、エレクトーン等）○武道場○裁縫、手芸、編み物教室※ 

○陶芸教室※○モダンバレエ、日本舞踊教室 

（※裁縫教室、陶芸教室等で原動機を使用する場合は、その出力の合計を用途制限の範囲内にすることが必要。） 

などがある。 

 

 

 

 

 

備考 

「基準総則集団規定のための適用事例」編集：日本建築行政会議 
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                           用語の定義－22 

大規模の修繕・大規模の模様替え                             

（関係条文） 

 法 2 条 

大規模の修繕・大規模の模様替え 
 

建築物は、月日の経過とともに少しずつ傷んでき、建築物としての構造上の性能や品質が

失われてゆく。代表的な事例としては、屋根の雨漏り、外壁のひび割れ、柱の腐食、床のた

わみ等が挙げられる。性能や品質が劣化した部分を既存のものと概ね同じ位置に、概ね同じ

形状及び寸法で、概ね同じ材料を用いて作り替え、性能や品質を回復する工事を「修繕」と

いい、同じ位置でも異なる材料や仕様を用いて作り替え、性能や品質を回復する工事を「模

様替」という。 
 また、大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいい、

大規模の模様替とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。 
過半の判断は、主要構造部ごとに行い、柱やはりにあっては、それぞれの総本数に占める

割合、壁にあっては、その総面積に占める割合、床や屋根にあっては、それぞれの総水平投

影面積に占める割合、階段については、その総数に占める割合により過半か過半でないかを

判断する。 
なお、「大規模の修繕」、「大規模の模様替」に係る面積は、原則として、当該工事を行う

階の床面積の合計とする。 
 
例示（各主要構造部は、過半であるものとする。） 
１ 「大規模の修繕」 

（１） 既存の板張り外壁を同じ板張り外壁として復元した。 
（２） 既存のコンクリートブロックの外壁を同じコンクリートブロックの外壁として

復元した。 
２ 「大規模の模様替」 

（１） 木造の柱を鉄骨造の柱に作り替えた。 
（２） コンクリートブロック造の外壁をコンクリート造の外壁に作り替えた。 
（３） 茅葺き屋根を亜鉛鉄板葺きに葺き替えた。 

 
  
 
 

 

 

備考 

 

平成 14 年度 日本建築行政会議全国会議 部会検討結果報告 
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                     特殊な形式の建築物－01 

ラック倉庫の取扱い 1 

                         （関係条文）法 27条・法 35条 

 令 2 条・令 112 条 

1、ラック倉庫（立体自動倉庫）の取扱い 

第 1 階数の算定について 

当該部分の階は 1 とする 

第 2 床面積の算定について 

1 建築基準法（以下｢法｣という。）第 3章（第 5節を除く。）の規定を適用する場合の床面積の合計 

の算定については、当該部分の高さ 5メートルごとに床があるものとして算定する。 

2 前項以外の場合の当該部分の床面積の合計の算定については、当該部分の階数を 1 として算定す

る。 

第 3 形態による構造制限 

本建築物の構造は、当該部分の軒高さ及び床面積の合計（第 2 第 2 項の規定による。）に応じて、

次の表による。ただし、軒高が 10メートルを超えるもので、法第 2条第九号の三ロに該当する準

耐火建築物（令第 109 条の 3 第一号に掲げる技術的基準に適合するものに限る）とするものあっ

ては、当該部分の外周に配置される主要構造部である柱は、耐火構造としなければならない。 

 当該部分の高さ（単位：ｍ） 

10 未満 10 以上 15 未満 15 以上 

当該部分の床面積

の合計 

（単位㎡） 

500 未満   

500以上1000未満 
耐火建築物又は法

第２条第九の三ロ

に該当する準耐火

建築物 

 

 

 

 

1000 以上 1500 未

満 耐火建築物又は法第 2 条九号の三ロに

該当する準耐火建築物（令第 109 の 3

第一号に掲げるものに限る） 1500 以上 

 

 

 

 

 

第 4 危険物の収納の禁止について 

当該部分には建築基準法施行令（以下｢令｣という）第 116 条の表に指定する数量以上の危険物を

収納することができない。 

 

 

 

 

 

 

備考 第 41 回全国幹事行政庁会議 
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                     特殊な形式の建築物－02 

ラック倉庫の取扱い 2 

                         （関係条文）法 27条・法 35条 

 令 2 条・令 112 条 

 

第 5 防火区画について 

1 令第 112 条の第 1 項から第 6 項までの適用にあっては同条第 1 項第 1 号に掲げる建築物

の部分とする。 

2 当該部分の高さ 15 メートルを超えるものにあっては、令第 112 条第 11 項の例により防火区画す

る。 

3 当該用途部分と他の用途部分は令第 112 条第 18 項の例により防火区画する。 

第 6 開口部の防火措置について 

外壁に設ける開口部には、法第 2条第九の二号ロに規定する防火戸とする。 

第 7 避難施設等について 

1 当該部分には原則として直通階段、避難階段、特別避難階段、非常用の照明装置、非

常用の進入口及び非常用のエレベーターの設置は要しない。 

2 排煙設備については、当該部分が令第 126 条の 2第 1項第 2号又は平成 12 年建設省

告示第 1436 号第四号の規定に適合する場合は設置を要しない。 

第 8 構造計算のうち積載荷重について 

1 当該部分の積載荷重は積載物の種類及び各棚の充実率の実情に応じて計算する。 

2 各棚の充実率は、応力及び外力の種類に応じて、次の表によることができる。 

応力の種類 荷重及び外力につい

て想定する状態 

ラ ッ ク の 充 実 
（ 単 位 ： ％ ） 

備    考 

長期の応力 
常時 100  

短期の応力 

 

積雪時 100  

暴風時 80 建築物の転倒柱の引抜等を検討する

場合は 50としなければならない 

地震時 80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 第 41 回全国幹事行政庁会議 
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                     特殊な形式の建築物－03 

吊上式自動車車庫、屋根のない工作物車庫の取扱い 

                         （関係条文）法 27条・法 36 条 

 令 2 条・令 112 条 

 

 

ページ削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考  
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2010.04.01 
2012.05.01 削除 
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                                   特殊な形式の建築物-04  

屋外観覧席の延べ面積及び階数の取扱い 

                             （関係条文） 

                              令 2条 4 項 

〔照会〕 

 屋外観覧席の床面積は容積率の対象になるか。又、階数の取扱いはどうか。 

〔回答〕（Ｓ56・5・25 建設省市街地建築課に照会） 

 1. 容積率の対象面積に算入される。 

  床面積の算定方法は水平投影面積で算定する。 

 2. 階数の対象となる。当該部分の階数は 1 とする。 

 

注)屋外とは屋根を有しない形状をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 
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                          避難規定－01 

非常用進入口の設置規定における路地状敷地の取扱い 

                         （関係条文） 法 35 条 

                                令 126 条の 6・126 条の 7 

 

  次の基準に適合する場合においては、路地状敷地に建築される建築物についても、令 

 第 126 条の 6及び第 126 条の 7 の規定上、非常用の進入口等が「道又は道に通ずる幅員 

 4m 以上の通路その他の空地に面する」ものと解することとする。 

  なお、本取扱いによっても道又は道に通ずる幅員 4m 以上の通路その他の空地に面する 

 ものと解されない場合にあっては、3階以上の建築物を建築することはできない。 

  1．道から非常用の進入口等までの延長が 20m 以下であること。 

  2．路地状部分の幅員が 2m以上であること。 

  3．地階を除く階数が 3 であること。 

  4. 原則として専用住宅とする。 

  5. 非常用の進入口等（当該非常用の進入口等に付随するバルコニーその他これに 

   類するものを含む。）が、道から直接確認できる位置に消防上有効に設置されて 

   いること。 

 

 

                          2ｍ≦ｄ＜4ｍ 

       750 の見通し             Ｌ≦20ｍ 

  道   （有効寸法）  

        ｗ≧750        

  ｄ   路地状部分 

 

          Ｌ      進入口等の位置  凡例 

 ；進入口等 

 Ｗ＝750，Ｈ1200 

       ｗ≧750      バルコニー 又は 

 1Ｍ内接円 

 750 の見通し 

 （有効寸法） 

 

 

 

 

 

備考  建築物の防火避難規定の解説 ２００２ 類似規定 
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建築物 

 
建築物 



 避難規定－02 

屋内の通路を屋外とする場合の取扱い 

（関係条文） 

法 35 条・令 128 条 

 

 避難の用に供する敷地内の通路が次の各号に該当する場合には､屋内を通過

することができるものとする。 

 

 1.開放的空間で､屋内的用途がなく、かつ両端の出入り口には閉鎖的な設備を

設けないこと。 

1.通路部分は､主要構造部を耐火構造とすること。 

2.通路部分とその他の部分とは耐火構造の床及び壁で区画し、壁には開口部

を設けないこと。但し最小限必要な部分については常時閉鎖式特定防火設

備を設けること。 

・設置例 

    

   

 

 

 屋外避難階段等 

 

 隣 

 常閉特定 地  

 防火設備   境 隣地境界線 

   ≧1500 界 

 線  

 通 耐火構造 

 耐火構造   ≧500   

 の壁 路                        通  

 

路 

 

 道路 開放的な間仕切り          

   

※寸法表示は有効寸法を示す 

 

 

 

備考 

 

西宮市建築基準法取扱い基準 
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 避難規定－03 

屋上広場 

（関係条文） 

 第 35 条・令 126 条 1 項 

バルコニーその他に類するものには，階段の踊り場及び吹き抜けに面した部分

を含む。 

ＣＡＳＥ1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＣＡＳＥ2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             （図の単位はミリメートル） 

 

 

 

 

備考 建築物の防火避難規定の解説 ２００２ 類似規定 

   兵庫県都市住宅部建築指導課 確認申請の手引き 
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有効１１０以下 

桟の間隔有効１１０以下 

断面図 立面図 

断面図 立面図 



避難規定－04   

廊下の幅 

（関係条文） 

 法 35 条・令 119 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

片廊下として取扱う。 

 

中廊下として取扱う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 
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  避難規定－05 

2 以上の直通階段を設ける場合  

（関係条文） 

 令 121 条 1項 5号 

□ 階段室型共同住宅の２階段の取扱について 

             直 通 階 段  隣接する直通階段 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         容易に破壊し得る隔板 

         （Ｗ≧600） 

 

主要構造部を耐火構造とした階段室型共同住宅で，1 つの住戸から容易に破壊し得る隔

て板を設置した避難上有効なバルコニー等を経由して当該住戸に面する直通階段以外の

直通階段（以下『隣接する直通階段』という）に避難できる場合、当該住戸と隣接する

直通階段とは、建築基準法施行令第５章第 2 節の規定の適用に当たっては、同一建築物

内にあるとみなす。 

 

 

 

 

 

 

Ａ；令 121 条に基づく居室の床面積の合計 

備考 
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令 117 条第 2 項適用 
(A):居室床面積 

（Ａ） 



EV 

○特  

○特  

Ｒ＝２．０ 

Ｒ＝２．０ｍ 

Ｒ＝２．０ｍ 
ＥＶ 

開放廊下 

必要階段幅 

  避難規定－06 

屋外避難階段の構造 

（関係条文） 

令 123 条 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 ○特；特定防火設備 

備考 
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開放廊下 

ＣＡＳＥ２ 

ＣＡＳＥ１ 



  

 11 項区画－01 

屋外階段とその他との区画 1 

（関係条文）         

 令 112 条 11 項・令 112 条 16 項 

       

□竪穴区画の考え方 

 屋外階段              屋外階段 

                  ＥＶ                    ＥＶ 

              ⑯  

  

屋外廊下 屋外廊下  屋内廊下    ⑪        屋外廊下 

 

 

 

 

   

屋外階段                   屋外階段   

 ⑯ 

屋外廊下 屋外廊下    屋内廊下 ⑪ 屋外廊下  

   

 ⑯ ⑪ ⑯ ⑪    ⑯ 

 

 

 

 

 屋外階段 屋外階段 

 

 

                ＥＶ                   ＥＶ 

  

  ≧900 ⑯ ≧900  

屋外廊下 屋外廊下 屋内廊下    ⑪     屋外廊下 

 

 

 

 

備考 
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たれかべ 

  11 項区画－02 

屋外階段とその他との区画 2 

（関係条文）          

 令 112 条 11 項・令 112 条 16 項 

       

□竪穴区画の考え方 

 屋外階段 屋外階段 

 

  

                ＥＶ                    ＥＶ  

 ⑯ 

 ≧900  ≧900 

屋外廊下 屋外廊下 屋内廊下  屋外廊下 

 必要廊下幅以上 ⑪ 必要廊下幅以上 

  

 

 屋外階段 屋外階段 

 

                 ＥＶ                   ＥＶ  

    

 ⑯ 

屋外廊下  屋外廊下 屋内廊下 ⑪ 屋外廊下 

    

 ⑯ ⑪ ⑯  ⑪     ⑯ 

凡例 

屋外廊下：床面積が発生しない開放性のある廊下。または、同等以上の排煙性能

を有する廊下                    

屋内廊下：床面積が発生する廊下。ただし、上記に規定する排煙性能を有する廊

下は除く                    

屋外階段：「用語の定義-17」による 

  

 ⑪ ⑪：112 条 11 項区画 

 ：112 条 16 項区画 

 ⑯ 

：階段の部分とみなす範囲 

 

：天井より 350 以上のたれかべ 

備考 

 

 

西宮市建築基準法取扱い基準 1 
2010.04.01 
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吹抜 

 11 項区画－03 

吹抜区画の取扱い 1  

（関係条文） 

 令 112 条 11 項 

建築物の内部に屋根のない吹き抜け空間を設ける場合の取り扱いは以下による。  

   ・屋外とみなす範囲はＷ(有効)が 2ｍ×2ｍ以上でありかつ短辺方向において、 

    ｈ≦2.5Ｗ以上の部分とする。 

 

 便所   風呂 

 

 Ｗ 台所 

 Ｗ 

 

 

 

 

    Ｗ・Ｄ 

      

 

       1.0 

  

 2.5 Ｈ ｈ 

 

 

 屋外（青空）扱い 

 

 

 

 １１２条１１項区画 

 摘用 

 

 ・Ｗ＜２．０mの場合  

 １１２条１１項区画摘用 

 （吹き抜の部分を屋外として扱えない） 

 

備考 

 

 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010.04.01 
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吹抜 



吹抜 

吹抜 開放廊下等 外部 

 11 項区画－04 

吹抜区画の取扱い 2 

（関係条文） 

 令 112 条 11 項 

建築物の内部の屋根のない吹き抜け空間が床面積の発生しない屋外廊下等に  

   面する場合は吹き抜け区画は要しない。 

     

 

 ≦２ｍ 玄関   風呂 

 開 

 放  台所 

 廊  

 下 

等 

  

 

         

      

 

           

    

   

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

備考 

 

 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010.04.01 
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外部 



  

教室相互を区画する壁 

教室と避難経路を区画する壁 

教室（廊下と一体的な） 

倉庫 教室 教室 教室 
 

教室 ＷＣ 会議室 

職員室 

・学校 

倉庫 

火気使用がないものは 
区画対象としない 

教室と廊下間は開口部として扱

い天井裏部分は壁として適用 

 １１４項区画－01 

１１４条区画 

（関係条文）         

 令１１４条２項 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

建築物の防火避難規定の解説２００２、参照 

 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010.04.01 
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〃 〃 
 

〃 
 

〃 〃 〃 
 

・病院

等 

就寝室 
 

〃 

食堂 事務室 厨房 ｗｃ・浴室 

３室１００㎡以内の就寝室相互を区画する壁 

就寝室と避難経路を区画する壁 

倉庫 就寝室 

火気使用室とその

他を区画する壁 



  

小屋裏･天井裏物置 1  小屋裏･天井裏物置-01 

 

（関係条文） 

 令 46 条 

1 施行通知（平成 12 年 6 月 1 日建設省住指発 682 号） 

（2）木造建築物の耐震壁の配置規定の整備（令第 46 条並びに告示第 1351 号及び第 1352

号関係） 

  木造の建築物については、基準の明確化を図る観点から、木造建築物の耐震壁の配

置の方法に関して建設大臣が定める基準によらなければならないこととした。建設大

臣が定める基準においては、建築物の部分ごとの耐震壁量の割合等を定めた。 

  また、小屋裏､天井裏その他これらに類する部分に物置等がある場合において、当該

物置等の最高の内法高さが 1.4 メートル以下で、かつ、その水平投影面積がその存す

る部分の 2 分の 1 未満であれば、当該部分については階として取り扱う必要はないも

のであるが、近年このような物置等を設置する事例が増加してきていることを踏まえ、

軸組等の規定を整備した。なお、構造計算が必要となる場合においては、令第 85 条の

規定に基づき当該部分の積載の実況を反映させて積載荷重を計算することが必要であ

る。 

   

2 取扱い 

上記施行通知により「小屋裏部分、天井裏部分等を利用した物置等（以下､物置等）があ

る場合においては、当該物置等の最高の内法高さが 1.4 メートル以下で、かつ、その水

平投影面積がその存する部分の 2 分の 1 未満であれば、当該部分については階として取

り扱う必要がない」とされたが、上記施行通知は従来の通達等による物置等を設置する

場合の木造建築物の耐震壁の配置規定の整備を行ったものである。よって物置等を設置

する場合の形態制限については従来の通達等を含めた以下の取り扱いによる 

 

Ⅰ. 施行通知による制限 

① 物置等の水平投影面積はその存する部分の 2分の 1未満 

② 物置等の最高の内法高さが 1.4 メートル以下 

 

Ⅱ. 従来の通達等による制限 

① 物の出し入れのために利用するはしご等は、固定式のものとしないこと 

② 物置等は季節的に不要な物等を置く用途に限る 

③ 形態上、物置ではなく居室としての利用が予想されるものは階としてみなされる 

  

 

備考 

 

 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010.04.01 
2012.05.01 改正 
2013.4.8 改正 
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1 階 

▲ 

▼ 

▼ 

▲ 

2 階 

Ｓ1 

Ｓ2 

（ａ+ｂ+ｃ+ｄ）＜ 
（Ｓ2×1/2） 
（ｅ+ｆ）＜（Ｓ１×1/2） 
（ｃ+ｄ＋ｅ）＜（Ｓ0×1/2） 

Ｓ1：1 階床面積 
Ｓ2：2 階床面積 
Ｓ0：Ｓ1 とＳ2 の小さいほう

の面積 
ａ：２階小屋裏物置水平投

影面積 
ｂ：２階ロフト水平投影面 
  積 
ｃ：2 階から利用する小屋

裏物置水平投影面積 
ｄ：２階床下物置水平投影

面積 
ｅ：１階天井裏物置水平投

影面積 
ｆ：１階床下裏物置水平投

影面積 

ａ 

◀ 
◀ 

小屋裏･天井裏物置 2 小屋裏･天井裏物置-02 

 

（関係条文） 

 令 46 条 

Ⅲ. その他物置等の取り扱い 

① 開口部については、換気用のガラリ以外は、換気という趣旨から収納空間として必要最小限のと

する。 

② 収納物の出し入れは、下記の▲の方向より取り出すものとする 

③ 準耐火建築物（イ、ロ）及び令 136 条の 2の技術的基準に適合する建築物の屋根の直下に物置等

を設ける場合には、物置等の天井、壁、床の屋内側の部分には、告示 1358 号による、それぞれ

の部位に該当する防火被覆を設けること。又、中間階の天井裏の物置等の壁、天井、床について

は「床の裏側の部分又は直下の天井」として取り扱い、床下の物置等の壁、天井､床については

床の表側の部分として取り扱う 

 

3 事例  

 

   

      

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

  

  

 

備考 日本建築行政会議編 

   基準総則 

集団規定の適用事例 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010.04.01 
2012.05.01 
2013.07.01 
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2.1ｍ以上 

ｆ 

ｄ 

ｃ 

ｂ 

ｅ 



  

2 階 

▲ 

▼ 

2 階床下物置 

1 階天井裏物置 

1 階 

Ｈ≦1.4ｍ 

小屋裏･天井裏物置 3 小屋裏･天井裏物置-03 

 

（関係条文） 

 令 46 条 

ＣＡＳＥ3 

物置等の内法高さは 1.4ｍ以下であること。下図のような場合は 1 階天井裏物置と 2 階

床下物置を一体の物置として高さを算定する 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

 

 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010.04.01 
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 道・接道－01 

道路幅員 

（関係条文） 

 法 42 条 

□道路幅員の計測の考え方 

 ① 

 幅員 ② 

 

 道路敷 

 Ｕ字溝 

 

 ① 

 ② 

  

 

 Ｌ字溝 官民境界  

 

 

 

 

 

 転落防止柵等 

 

 

    

 申請地側から見た道路幅員のとりかた  

  対側  

申請側 

Ｕ字溝

① 

Ｕ 字 溝

② 

Ｌ 字 溝

① 

Ｌ 字 溝

② 

官民境界 

Ｕ字溝  ① ○  ○ ○ ○  × 

Ｕ字溝  ② × ○ × ○ × 

Ｌ字溝  ① ○ ○ ○ ○ × 

Ｌ字溝  ② × ○ × ○ × 

官民境界 × × × × ○ 

※ 原則、道路幅員の計測は道路形態によるが官民境界による場合は対側も官民境界に

よる。（敷地側が道路区域に入っていない事）但し、２項道路については、道路幅員

の計測は道路形態による。 

※ Ｕ字溝①Ｌ字溝①は申請地前面においてその形態があること。 

 

備考 

 

 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010.04.01 
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 道・接道－02 

2 項道路 1（がけ地・川）                 

 （関係条文） 

 法 42 条 2項・ 法 44 条 

□法 42 条 2 項のがけ地・川を以下のように取り扱う 

①がけ地            4ｍ 

              42 条 2項による道路(一方後退)注 1･注 2 

 

       ≧2ｍ 

 

 

                   4ｍ 

                 42 条 2 項による道路(一方後退) 注 1･注 2 

 

             ≧2ｍ               

 

②川 

        
≧50cm

   4ｍ 

             42 条 2 項による道路(一方後退) 注 2 

 

              水路・河川法による河川 

 

 

 

 

 

上記以外のとき、２項道路中心線より 2ｍ後退とする 

 

注 1；①のがけにおいて、がけ地を構成する擁壁等を作り替える時は、２項道路中心線

より 2ｍ後退とする。（一方後退の扱いにならない） 

注 2；２項道路の両側においてがけ地、川の形態が構成されている場合は、２項道路中

心線より 2ｍ後退とする。（一方後退の扱いにならない） 

５０ｃｍ未満の水路を含む現況の道路幅の計測方法は「道・接道-04」による。 

水路は官の所有によるものに限る 

 

備考 

 

 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010.04.01 
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 道･接道－03 

2 項道路 2（後退方法） 

（関係条文） 

 法 42 条 2項 

 

①クランク道路の場合                    

   

 中心線よりＲ＝2Ｍの後退 

  

2 項道路           現況中心線      

   

 

 中心後退 2Ｍ 

 

 

 

②2 項道路より他の道路への接続 

 

 対側後退線よりＲ＝4Ｍの後退 

 

2 項道路 現況中心線 

       ＞4Ｍの道路 

 

 

 中心後退 2Ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

 

 

西宮市建築基準法取扱い基準 
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２項道路中心線 ２項道路 Ｗ 
2ｍ 道路区域 

敷  地 

＜4ｍ 
2ｍ 

 道･接道－04 

接道 1 

（関係条文） 

 法 43 条 1項 

１ 敷地と道路との間に水路がある場合で、次の①又は②に該当する計画については、

法 43条第 2 項第 2号許可は不要とする。なお、敷地と道路の間に河川法による河川（一

級河川又は二級河川）がある場合は、当取扱いの対象外とする。（法 43 条第 2 項第 2

号許可 必要） 

①水路の幅が 50cm 未満の場合 

  水路を道路の一部（道路側溝）として取扱った場合において、法 43条第 1 項の規定 

 に適合すること。 

 （事例図） 

         道 路 ｗ         ※水路を道路側溝として取扱う 

                 水路 

                （幅が 50cm 未満）       水路幅 

         敷 地 

 

 

②水路の幅が 50cm 以上の場合 

  水路橋によって、敷地と道路が有効に接続されていること。なお、当該水路橋部 

 分は、敷地面積に算入しない。 

 （事例図） 

         道 路 ｗ          ※確認受付時に裏判、確認処分 

           橋     水路       までに必要接道幅以上の橋の為の 

                （幅が 50cm 以上） 水路使用許可証が必要 

         敷 地 

                               ｗ:道路幅員 

※水路は官の所有によるものに限る 

２ 法４２条２項道路で公道の場合において、中心後退 2ｍの道路境界線と敷地境界線との間に公道

の道路区域がある場合、公道の道路区域をもって２項道路に有効に接続しているとみなして、法 43

条第 2項第 2 号許可は不要とする。   （事例図） 

 凡例 

 ；公道の道路区域により２項道路に 

  有効に接続している部分    

 ；道路境界線 Ｗ；形態による現況幅   

 ※但し、法５２条（容積率）による道路幅は 4ｍとする  

備考 

 

 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010.04.01 
2019.02.19 
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 道･接道－05 

接道 2 

（関係条文） 

 法 43 条・法 54 条 

□道路より敷地が低い場合の取扱い   

 道路より敷地が低い場合の接道は本来、宅地造成を伴って行うべきであるが、それ以

外の接道は、建築物によって行う事。建築物ではないカーポート等については、図に示

すように、外観上建築物ではない形態にして、建築物から独立したもの。 

ℓ         ℓ  

※申請地が、第一種低層住居専用地域 

                       においては、ℓ ≧1ｍ（外壁有効寸法）。 

     道 カーポート                 は、転落防止の安全棚以 

     路                  外は、開放性確保。 

  500    ℓ  

   

 

        ℓ          建築物 

 道路境界             道路境界 

 

                   EXP 等 

 

 

       ℓ                  ℓ  

 

                 （ 建築物 ）  道路占用工作物 

                            (占用許可書の写 要) 

道路境界              道路境界 

 

                   EXP 等 

                外部おおい             外部おおい 

                 又は 又は 

                 盛土等              盛土等 

 

                            道路占用工作物 

             （カーポート）        (占用許可書の写 要) 

 

備考 
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 用途規制－01 

ガソリンスタンド 1 

                            （関係条文）法 48 条 

別表第 2・令 130 条の 9 

 

 ガソリンを販売する

物品販売店舗 
原動機を使用する作業

を行う施設 
危険物（第一石油類の場合）

の貯蔵又は処理に供する設

備 
第一種低層住居

専用地域 × 
 
 
 

 

第二種低層住居

専用地域 × 
 
 
 

 

第一種中高層住

居専用地域 
  

 
 

× 

第二種中高層住

居専用地域 

2 階以下かつ床面積

1500 ㎡以内 
タイヤ交換、オイル交換

等のサービスのみ可能 
※注１ 

1000 リットル 
※注 2 

第一種住居地域 
床面積 3000 ㎡以内 作業場面積 50 ㎡以下か

つ 1.5ｋｗ以下（※注 3）
の空気圧縮機 

1000 リットル 
※注 2 

第二種住居地域 ○ 
作業場面積 50 ㎡以下か

つ 1.5ｋｗ以下（※注 3）
の空気圧縮機 

1000 リットル 
※注 2 

準住居地域 ○ 
作業場面積 150 ㎡以か

つ 1.5ｋｗ以下（※注 3）
の空気圧縮機 

1000 リットル 
※注 2 

近隣商業地域 ○ 
作業場面積 300 ㎡以下 2000 リットル 

※注 2 

商業地域 ○ 
作業場面積 300 ㎡以下 2000 リットル 

※注 2 

準工業地域 ○ ○ 
10000 リットル 
※注 2 

工業地域 ○ ○ ○ 
 

 

注 1：ガソリン販売に付属して、小規模に行う自動車の洗車、点検、タイヤ交換、オイル交

換等のサービスの提供を行うものは、「自動車修理工場」に該当しない。 
注 2：タンクの容量（地下貯蔵を除く） 
注 3：但し書きあり（令 130 条の 8 の 3） 
 

 

備考  

建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例 2009 年度版 P129 

 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010.04.01 
2012.05.01 改正 
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 用途規制－02 

ガソリンスタンド 2 

（関係条文）法 48条 

別表第 2・令 130 の 9 
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備考  
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2010.04.01 
2012.05.01 削除 
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 用途規制－03 

ガソリンスタンド 3                       

  （関係条文） 法 48 条 

別表第 2・令 130 条の 9 
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 用途規制－04 

屋上車庫の用途規制 

                            （関係条文） 

法 48 条・別表第 2 

 

 

 

第一種低層住居専用地域 屋上 ２Ｆ 

第二種低層住居専用地域   １Ｆ １Ｆ 

  （※附属車庫に限る）         ○           × 

                      屋上 

                                   ２Ｆ 

 １Ｆ 

  × 

第一種中高層住居専用地域                屋上 

第二種中高層住居専用地域第       ２F         ２F 

一種住居地域            １F           １F 

第二種住居地域                      ○           ○ 

 

屋上            屋上   

 ３Ｆ                 ３Ｆ 

                   ２Ｆ           ２Ｆ 

 １Ｆ １Ｆ 

       × × 

 

準住居地域 

近隣商業地域 

商業地域 規 制 な し 

準工業地域 

工業地域 

工業専用地域 

 

 

 

 

 

備考 

建築基準法質疑応答集 

 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010.04.01 
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建築物の敷地が流通業務地区の内外にわたる場合              用途規制-05 

（関係条文）法 48条 

令 9 条 
流通業務市街地の整備に関する法律 5条 3項 

 

 

  

 

 

 道 

 

 

 路 

 

 ＣＡＳＥ1（流通業務による証明書要） 

 流通業務地区 

 

  

 

 道 

 

 

 

 路 

 ＣＡＳＥ2（流通業務による証明書要） 

 

 

       法 48 条適用          敷地 

 

 

     建築物 

 

 

 

 

 

備考 

 

 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010.04.01 
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  角地－01 

角地 1（市施行細則） 

（関係条文） 

法 53 条・市施行細則 15条 

（建ぺい率の緩和） 

第 15 条 法第 53 条第３項第２号に規定する市長が指定する敷地は、次の各号のい

ずれかに該当するものとする。 

(1) 各幅員４メートル以上で、その和が 10 メートル以上であり、内角 120 度以下

の二つの道路によつて、できた角にある敷地で、その敷地周囲の延長の３分の１

以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が 1,000 平方メートル未満のもの 

(2) 前号に掲げる敷地以外の敷地のうち、各幅員４メートル以上、内角 120 度以

下の二つの道路によつて、できた角にある敷地で、その敷地周囲の延長の３分の

１以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が 500 平方メートル未満のもの 

(3) 各幅員４メートル以上で、その和が 10 メートル以上の二つの道路の間にある

敷地で、その敷地周囲の延長の３分の１以上がそれらの道路に接し、かつ、その

面積が 1,000 平方メートル未満のもの 

(4) 前号に掲げる敷地以外の敷地のうち、各幅員４メートル以上の二つの道路の

間にある敷地で、その敷地周囲の延長の４分の１以上がこれらの道路に接し、か

つ、その面積が 500 平方メートル未満のもの 

(5) 各幅員４メートル以上の公園、広場、川、水路、海、軌道敷その他これらに

類するものに接する敷地で、前各号に掲げる敷地に準ずるもの 

(6) 前各号のほか、市長が別に定めるもの 

 

２ 前項第１号から第５号までの規定は、各道路（公園、広場、川、水路、海、軌

道敷その他これらに類するものを含む。）にそれぞれ４メートル以上接している

敷地についてのみ適用する。 

 

 

 

※ 風致地区内では角地の適用がない。 

※ 地区計画の区域によっては角地の適用がない場合があるので、地区計画の区域内に

おいては、それぞれの区域内での制限を参照のこと。 

 

備考 

 

 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010.04.01 
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ｗ1 

ｗ2 

ｗ1、 

ｗ2 

 角地－02  

角地 2（市施行細則の取扱い） 

（関係条文） 

法 53 条・市施行細則 15条 

 市施行細則第 15条第 1・2 号の取扱 

□  角地部分の角度の取扱 

     ① 隅切りがない場合 

   4ｍ以上 

 

 4ｍ以上 α≦120°の場合 

 α≦120° 緩和の対象とする 

 

 

 

 

     ② 隅切りを除いた接道部分が各４ｍ未満の場合   

                                   α、β＞120° 

                               γ≦120° 

 

                    β         角地の緩和  可 

         4m         γ           

               α                

      ｗ1                        

 

 

     ③ 隅切りを除いた接道部分が各４ｍ以上の場合 

                     4m 以上 

 

 

         4m 以上                  α≦120°の場合、 

                  α≦120°       緩和の対象とする。 

  

  

  

※共通事項；ｗ1、ｗ2≧4m かつ周長の 1/3 以上が接道する場合に限る。 

 

備考 

 

 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010.04.01 
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4m ｗ2 



  

 角地－03 

角地 3（43 通路等） 

（関係条文）法 53条・法 43条 

規則 10 条の 3・市施行細則 15条 

 西宮市建築基準施行細則第 15 条第 1項第 6号の市長が別に定めるものは、以下の各項

とする。 

１．法 43条第 2項の空地※（以下「43空地」という。）に 4ｍ以上接し、かつ、法第 42

条の道路に 4ｍ以上接する敷地で、次の各号の規定を満たすもの。  

(１)  43 空地と法第 42条の道路（以下「43 通路等」という。）の各幅員が 4ｍ以

上、内角 120 度以下の二つの 43 通路等によって、できた角にある敷地で、そ

の敷地周囲の延長の 3分の 1以上がこれらの 43通路等に接し、かつ、その面

積が 500 ㎡未満のもの 

(２)  43 通路等の各幅員が 4ｍ以上の間にある敷地で、その敷地周囲の延長の 4

分の 1以上がこれらの連接通路等に接し、かつ、その面積が 500 ㎡未満のも

の 

 

※法 43 条第 2項の空地 ： 法 43 条第 2項第 1号の規定による認定又は同項第 2

号の規定による許可の適用に係る空地で、以下の①又は②の規定をみたす空地をい

う。 

① 後退前の幅員が 2ｍ以上で、後退前の中心より現に、2ｍ以 

上後退して後退（対側が水路等の場合、一方後退４ｍ）部分が道

路状に築造されている空地（本取扱いにおいて幅員が、4ｍある

ものとみなす） 

② 現に、幅員が 4ｍ以上の空地 

 

２．その他、特定行政庁が認めるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

 

 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010.04.01 
2014.10.01 
2019.02.19 
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角地－04 

角地 4（43 通路等の解説 1） 

（関係条文）法 53条・法 43条 

規則 10 条の 3・市施行細則 15条 

  1 項に定める敷地は、下記のようなものが考えられる。 

 

例１ 

 

 

敷地 

 

                   ２ｍ 

 

法第 42 条の道路 

 

 

例２ 

 

 

 

          ２ｍ 

 

           敷地 

                 

 

法第 42 条の道路 

 

 

 

    ：法 43 条第 2項の空地 

 

 

また、当該空地については、次頁（網掛け部分     を敷地面積から除外し、形

態を築造した場合に限ります。）によるものとする。 

  

 

備考 

 

 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010.04.01 
2014.10.01 
2019.02.19 
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 角地－05 

角地 5（43 通路等の解説 2） 

（関係条文）法 53条・法 43条 

 規則 10 条の 3・市施行細則 15 条 

1 項に定める「43 空地」の法上の取扱い 

 

             43 空地の幅員≧４ｍ 

       

         後退済で空地の形態が将来においても 注 1 

         確保される状況であること 

 

             後退部分敷面から除外 

 

             角 地 適 用 有 

 

            【43 空地部分＋後退部分】 

              に対しての扱い 

 

       集団規定  

単体規定 

 

             43 空地の幅員<４ｍ 

 

                      

 

 

             角 地 適 用 無     

 

             【43 空地部分】 

              に対しての扱い 

 

            集団規定 

            単体規定 

 

 

 

備考 

 

 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010.04.01 
2014.10.01 
2015.04.01 
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空地の中心より２ｍ以上  注 2   YES 
後退、形態築造済 
 
 
     NO 

後 退 無 

注 1、空地が共有になっている等、空地の担保性 
   がある。 
注 2、確認申請時、後退がなされる前の現況通路幅員の 
   中心よりの２ｍ後退済 

： 隣 地 

YES 

NO 

： その他これらに類する空地 



  

 外壁後退－01 

外壁の後退距離に対する制限の緩和 1 

（関係条文） 

法 54 条・令 135 条の 22 

 

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が 3ｍ以下であること。 

 

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが 2.3ｍ以下で、かつ、床面積の合計が 5 ㎡以下

であること。 

  

 

物置その他これに類する用途としては、自動車車庫、自転車置き場等であり、本屋の一部

に下屋が設けられている場合も該当する。 

 

 

 

 

 

 

 

 1 ａ+ｂ+ｃ+ｄ≦3ｍ 

 2 ハッチの部分の軒高≦2.3ｍ 

 〃 面積Ａ≦5㎡ 

 

 Ａ 

  ｂ 

 ａ 

 

 1ｍ 

 

 ｃ 

ｄ 

 

 

※形態にかかわらず、バルコニー・階段・出窓等は外壁後退対象 

※風致地区内においては別途制限有り、詳しくは風致担当部局へ  

備考 詳解建築基準法 

 

 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010,04,01 
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隣地境界・道路境界 

平面 

立面 

隣地境界・道路境界 

 外壁後退－02 

外壁の後退距離に対する制限の緩和 2 

（関係条文） 

 法 54 条・令 135 条の 22 

□第 1 種低層住居専用地域内における外壁の後退距離に対する制限の緩和

(S53.2.) 

 

 

  ａ 

  ｂ ｅ 

   ｃ ｄ  １ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ａ+ｂ+ｃ+ｄ+ｅ≦３ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

※形態にかかわらず、バルコニー・階段・出窓等は外壁後退対象 

※風致地区内においては別途制限有り、詳しくは風致担当部局へ 

備考 

 

 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010,04,01 
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ｃ ｃ 

ａ+ｂ+ｃ+ｃ≦3ｍ 

ａ ｂ 
1ｍ 

平面詳細 



道路 高架鉄道等 高架鉄道等 

道路 高架鉄道等 
道路 高架鉄道等 

 各部分の高さ－01 

各斜線 1（高架鉄道等による緩和） 

（関係条文） 

 法 56 条・法 58 条 

法５６条 

□ 線路敷（駅舎を除く。）、高架鉄道、水路及び高速道路等の場合の斜線制限。 

（高架の下の建築物の有無に関わらない。） 

(1)Ａ敷地(道路の向こう側に線路敷等がある)の場合 

 

Ａ敷地 Ａ敷地
Ｌ／２ Ｌ／２

Ｌ

道路斜線 北側,高度斜線

法５６条１項１号 法５６条１項３号,  法５８条

 

 

 (2)Ｂ敷地(道路の手前側に線路敷等がある)  

 

Ｂ敷地 Ｂ敷地

北側斜線,高度斜線

Ｌ

Ｌ／２ Ｌ／２

Ｌ

Ｌ／２ Ｌ／２

隣地斜線

法５６条１項２号 法５６条１項３号,　５８条

 

(3)駅舎の取り扱い 

  駅舎の部分については緩和はありません。 

 

 

 

 

 

 

備考 

 

 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010.04.01 
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道路 

水路等 

平均地盤面 

〃 〃 

 各部分の高さ－02 

各斜線 2（道路･水路･高低差による緩和） 

（関係条文） 

 法 56 条・法 58 条 

□北側斜線及び道路斜線における諸例 No.1 

1)北側が道路の場合 

 

 

 

 

 

 

2)北側が水路又は里道の場合 

※ 水路は水面があり、里道については 

 形態があり通行も出来ること。 

 

 

 

 

 

3)北側隣地の地盤面が高い場合 

    ※北側の敷地で最も低い場所 

 

 

 

 

 

 

  注） Ｈは、隣地の擁壁にも高低差がある場合、最も低い擁壁の高さとなる。 

      〃 申請地より測量できる最低の高さ。 

      〃 申請地の建物の平均ＧＬからの擁壁の天端の高さ。 

（ 3）は上記によらず、「建築物の各部分の高さ-10」による算定によることもできる） 

 

 

 

※水路・里道とも官の管理によるもの 

 

備考 

 

 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010.04.01 
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(H-1)/2m

Ｈ



平均地盤面 

道路 

平均地盤面 

道路 

隣地 

 各部分の高さ－03 

各斜線 3（高低差による緩和 1） 

（関係条文） 

法 56 条・法 58 条 

□北側斜線及び道路斜線における諸例 No.2 

1) 北側隣地が道路を挟んで高くなっている場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 北側の道路が高くなっている場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注） Ｈは、隣地の擁壁にも高低差がある場合、最も低い擁壁の高さとなる。 

 〃 申請地より測量できる最低の高さ。 

 〃 申請地の建物の平均ＧＬからの擁壁の天端の高さ。 

上記によらず、「建築物の各部分の高さ-10」による算定によることもできる 

 

 

備考 

 

 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010.04.01 
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(H-1)/2m

Ｈ

道路天端

５
ｍ

道路天端の高さ

(H-1)/2m

Ｈ

５
ｍ



 各部分の高さ－04 

各斜線 4（高低差による緩和 2） 

（関係条文） 

 法 56 条・令 135 条の 2・市施行細則 17条 

□ 北側斜線北側斜線及び道路斜線における諸例 No.3 

1)北側隣地の地盤面が下がっている場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)道路が敷地より低くなっ

ている場合。 

(１ｍ以上の高低差の時) 

西宮市建築建築基準法施行

細則 第１７条による。 

（1.2ｍは道路斜線後退緩和

時の塀の高さの取り方） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

 

 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010.04.01 
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平均ＧＬ

1
.2
m

１
ｍ

平均ＧＬ

仮想道路天

２
．
０
ｍ

網状のもの



１ｍ 

１ｍ 
３ｍ 

３ｍ 

領域１ 領域２ 

平均地盤面１ 

平均地盤面２ 

▼平均地盤面２による高低差緩和 

▼平均地盤面１による高低差緩和 

 各部分の高さ－05 

各斜線 5（高低差による緩和 3） 

（関係条文） 

 法 56 条・令 135 条の 2・市施行細則 17条 

□  道路斜線における諸例 No.4 

1)道路が敷地より低くなっていて、敷地に地盤面が複数ある場合 

(１ｍ以上の高低差の時) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         建築物 

 

                       建築物 

 

 

 

 

 

          道路 

 

 

 

 

 

 

※天空率を適用する場合は、平均地盤面１と平均地盤面 2 の部分を別の道路区域として

おのおの毎に算定すること。 

備考 

 

 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010.04.01 
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道路斜線 



平均ＧＬ 

 各部分の高さ－06 

各斜線 6（高低差による緩和 4） 

（関係条文）法 56条 

 令 135 条の 2、2 項・市施行規則 17条 

□  道路斜線における諸例 No.5 

 

3)道路に勾配がついている場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

② 

  平均ＧＬ－1ｍ 

 1ｍ  

 実際の道路レベル ① 

 

 

 

①；西宮市建築基準法施行規則１７条により平均ＧＬ－1ｍより道路斜線を検討する範囲 

 

②；実際の道路レベルが平均ＧＬ－1ｍより高いので実際の道路レベルにて道路斜線を検

討する範囲 

  

  

 

 

備考 

 

 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010.04.01 
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 各部分の高さ－07 

各斜線 7（2Ａによる緩和 1） 

（関係条文） 

 法 56 条 

 
ページ削除 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

備考 

 

 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010.04.01 
2012.05.01 削除 
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必要な接道幅 

ℓ ；後退緩和寸法 

 各部分の高さ－08 

各斜線 8（2Ａによる緩和 2） 

（関係条文） 

 法 56 条 

□ 2 以上の前面道路がある場合の道路斜線の緩和 

○前面道路の幅員がＷ１とＷ２の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○角と敷地の間に隣地がある場合 

Ｗ
１
の
２
倍
以
下
か
つ
３
５
ｍ
以
下

Ｗ
１

道

路

中

心

線

W1

１０ｍ

ｗ１の道路幅が 

 １０ｍ 適用される範囲 

備考 

建築基準法 質疑応答集 

問答式 建築法規の実務 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010.04.01 
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Ｗ１の２倍以下かつ３５ｍ以下

Ｗ
１

道路中心線

Ｗ
２

１
０
ｍ

道路 

道路 

水路 

水路橋 

ℓ  

ℓ  

建築物 



A’ 

Ｂ 

緩和距離＝Ｃ 

緩和距離＝A’ 

 各部分の高さ－09 

各斜線 9（後退による緩和） 

（関係条文） 

 法 56 条 2項 

ＣＡＳＥ1 

 ＣＡＳＥ2 

l 道
路
斜
線
の
方
向

l

l :後退緩和の寸法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

建築基準法 質疑応答集 

問答式 建築法規の実務 

西宮市建築基準法取扱い基準 
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道路 

A 

C A’＜Ｂとする 



各部分の高さ－10 

各斜線 10（各斜線の建築物の適用等） 

（関係条文） 

法 56 条・法 56条の 2・法 58条・令 20条 2項 

各斜線の建築物の適用（○；緩和適用あり ×；緩和適用なし） 

 道路斜線 隣地斜線 北側斜線 

（注 2） 

高度地区 日影規制 
真北水平距離

に応じた制限

（斜めの部分）

(注 2) 

高さの限度 日影規制の適用

（日影規制制限

の対象建築物か

どうか） 

日影図 

手摺（開放性の

高いもの）（注

1） 

○ ○ × ×   ○ 

手摺（上記以外

もの） 

× × × ×   × 

昇降機塔等の部

分（令 2 条によ

る） 

○ ○ × × ○ ○ × 

（注 1）手摺子状のものとは、「避難規定-03」のＣＡＳＥ1 に示す手摺と同等以上の開放性をもつも

のをいう 

（注 2）北側斜線及び高度地区の真北水平距離に応じた制限においては建築物の全ての部分が制限の

対象になる 

 

 

公園,広場,川その他これらに類するもの（※緩和の適用については各々の条文を参照のこと） 

公園 都市公園法による公園 

広場 官が管理する公開広場 

川 河川法に基づく河川（準用河川含む） 

その他これらに類

するもの 

都市計画公園で開設したもの 

開発による帰属公園（官による管理のもので、形態が明確なもの） 

水路（「道･接道-02」による水路。官による管理のもので、形態が明確なもの）

里道（官による管理のもので、形態が明確なもの） 

線路敷（駅舎の部分を除く） 

官が管理する緑地 

その他行政目的による空地（例、公共土木施設などで官による管理のもの

で、形態が明確なもの） 

海 

 

 

 

 

 

※日影規制、北側斜線、高度地区において公園、緑地に対する緩和の適用が有りませんので注意して

ください。 

備考 

 

 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010.04.01 
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各部分の高さ－11 

日影の緩和                         （関係条文）法 56 条の 2 3 項 

法 56 条 6項 

 

□建築物の敷地とこれに接する隣地との高低差   

 隣地Ａ  隣地Ｂ 隣地Ｃ 隣地Ａ   

 

 

 

 

 隣地 Ｄ 申請地 隣地Ｅ 申請地 

 道   路  道   路 

 

 Ⅰ  Ⅱ 

 

 隣地Ｂ  隣地Ｃ 

 

 

 

 

 申請地 申請地 

 道   路 道   路 

 

 Ⅲ Ⅳ 

Ⅰ；隣地の高低差の緩和の検討がない場合。隣地Ｄ、隣地Ｅは規定内に収まっているの

で検討不要。隣地Ａ、隣地Ｂ、隣地Ｃの敷地毎に緩和の検討注 1を行う。 

Ⅱ；隣地Ａの緩和。隣地Ａには建築物があるので、申請地の建築物の平均地盤面の高さ

と隣地Ａの建築物の平均地盤面注２の高さの差をもって、緩和の値を決める。 

Ⅲ；隣地Ｂの緩和。隣地Ｂには建築物がないので、申請地の建築物の平均地盤面の高さ

と隣地Ｂの平均地表面の高さの差をもって、緩和の値を決める。 

Ⅳ；隣地Ｃの緩和。隣地Ｃには建築物があるので、申請地の建築物の平均地盤面の高さ

と隣地Ｃの建築物の平均地盤面注２の高さの差をもって、緩和の値を決める。 

 

注 1；敷地毎に緩和の検討；隣地の敷地形状の把握が必要。 

注 2；建築物の平均地盤面；各々の敷地内に建築物が複数棟あるときは複数棟全体の平

均地盤面 

備考 

 

建築基準法質疑応答集 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010.04.01 
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真
北 

真
北 

真
北 

 各部分の高さ－12 

真北、北緯 

（関係条文）法 56条 1項 3 号 

法 56 条の 2・法 58 条 

□真北 

 

 

真北は、１／２，５００の白地図を使い、道路等形態の長い地形を利用して 

真北方向を導き出す。（白地図添付必要） 

 

                  Ｌｂ－通り芯より樋先までの寸法  

                          Ｓｉｎｂ 

                  Ｌｃ－通り芯より樋先までの寸法  

                          Ｓｉｎｃ 

 

           b° Lb 

 

                               a° 

               c° 

        Lc 

     a° 

                                       道路境界 

                       ４２―１―１ 

                                 白地図の縦線 

 

          配置図                 附近見取図（1/2500） 

□北緯 

日影図の作成にあたっては、北緯 35 度を採用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

 

 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010.04.01 
2013.07.01 
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樋先から隣地境界線までの真北距離＝ 

樋先から隣地境界線までの真北距離＝ 

真
北 

 

申請地 



 県条例－01 

長屋（自動車車庫） 

（関係条文） 

 県条例 23 条～24 条の 2 

県条例第 23～24 の 2 条 

□ 県条例第８章（自動車車庫等）の適用について 

ＣＡＳＥ１ 

  一棟で複数の自動車車庫の床面積の合計が１００㎡を超えれば、この章の規定を適

用する。 

 

                      道 路 

 

 

 

 

 

                         自動車車庫 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ）＞ １００㎡     適用 

ＣＡＳＥ２ 

   ただし、県条例 23条（敷地と道路の関係についてのみ）に関しては各道路に面す

る自動車車庫の床面積がそれぞれ１００㎡以下であれば、適用されない。 

  

 

                     道  路 

 

 

          道            

 

          路         

 

 

              自動車車庫 Ａ≦１００㎡ 、Ｂ≦１００㎡   適用

されない 

 出入口を示す 

 

 

 

 

備考 

 

 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010.04.01 
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Ａ 

Ａ Ｂ Ｃ 



  

Ｗ2 

Ｗ1 

開発提供道路・公園等の建築基準法上の取扱い             開発道路－01                  

（関係条文）開発事業等における 

まちづくりに関する条例 
都市計画法 29条 

1．開発事業等におけるまちづくりに関する条例（以下条例）による後退 

                         斜線             

                            ℓ      中心後退     壁面 

         3m 

                                                                              

 

 

   全体敷地面積 1000 ㎡(900 ㎡) 

   (  )内後退後敷地面積（後退前後で適法であること） 

   （確認申請時の接道は後退前の前面道路、開発事業完了後に道路後退  日影･延焼線の 

    部分を市に移管すると、その時点で後退後が前面道路となるため）  道路中心(後退後) 

         どちらか     後退前の道路幅員Ｗ1×ａ/10×後退前の敷地面積 

         小さいほう    後退後の道路幅員Ｗ2×ａ/10×後退後の敷地面積 

   2．都市計画計画法 29 条により現状の道路から開発区域内に後退した上で同法 37 条申請を行う場合 

      道路幅員：後退後幅員 42-1-2 

      敷地面積：後退後面積 

   3．対側が条例等により、中心後退 3 m 等している 2 項道路の扱い 

                               申請地側中心後退 

                                  要 

                   対側の後退部分が    42-1-1 となり 

                   公道となっている場合  申請地側後退不要 

                   対側の後退部分が    申請地側中心後退 

                    公道でない場合                要 

           対側が都計法 29条により後退している場合、42－1－2扱いとなり、 

     従前 2 項道路でも申請地側は中心後退を必要としない。 

   4．条例・都市計画法 29条による公園 

                       開発公園（市に帰属する場合）に対して 

                 開発公園  ・申請敷地：公園除く 

                       ・北側斜線、日影斜線：隣地扱い（緩和なし）                       

                       ・採光斜線：公園並 

・ 隣地斜線：公園並（都市公園法施行令２条１項１

号に規定する都市公園については緩和なし） 

備考 

 

 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010.04.01 
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ℓ

容積： 

後退後の幅員 4 m 以上 

後退後の幅員 4 m 未満 



第２号様式（第２条・第 11 条関係）   資料-01 

 危 険 物 調 書 危険物調書の記入例 

1.主要用途（敷地単位） ガソリンスタンド 2.敷 地 面 積       ㎡ 

3 . 用 途 地 域 第 1 種 住 居 地 域 4.建築物の延べ面積 ㎡ 

5.貯蔵する建築物の床面積          ㎡ 6.処理する建築物の床面積          ㎡ 

7.危 険 物 の 種 類 (用 途 ) 8.危険物の最大貯蔵量(係数) 9.危険物の最大処理数(係数)   

ガソリン（第 1 石油類） 
軽油  （第 2 石油類） 
ギヤー油（第 4 石油類） 
灯油  （第 2 石油類） 
 
 

40000 ㍑（地下タンク貯蔵） 
20000 ㍑（   〃   ） 

800 ㍑（危険物倉庫内 ） 
1 8 0 0 ㍑（  〃   ） 

 

50 ㍑（地下タンク貯蔵～軽量器配管内） 

80 ㍑（       〃      ） 

50 ㍑（  サービス用作業場内   ） 

ガソリン（対象外）令 130 条の 9 かっこ書 

軽 油 （ 〃 ） 〃 

ギヤー油 

800 ㍑/（6000 ㍑×10×1/2）＝0.027 

灯油 

1800 ㍑/（1000 ㍑×10×1/2）＝0.36 

ガソリン 

50 ㍑/（200 ㍑×10×1/2）＝0.05 

軽油 

80 ㍑/（1000 ㍑×10×1/2）＝0.016 

ギヤー油 

50 ㍑/（6000 ㍑×10×1/2）＝0.0017 

10.法 48 条、令 130 条の 9 によ

る算定（敷地単位） 
 
 

最大貯蔵量(係数)+ 最大処理数(係数)＝0.027+0.36+0.050 ＋0.016 

+0.0017＝0.4547＜1.0 

11.法 27 条、令 116 条による算

定（建物単位） 
建築物の用途：危険物倉庫 
・ 耐火建築物・準耐火建築物･その他 

 

 
建築物の用途：サービス用作業場 

・耐火建築物・準耐火建築物･その他 

 
 

ギヤー油 
8 0 0 ㍑/（600 0 ㍑×10）＝0. 0 1 4 

灯油 
1 8 0 0 ㍑/（100 0 ㍑×10）＝0.1 8 
---------------------------------------- 

計 0194＜1.0 

 

 
 
 
 
 
 

ギヤー油 
50 ㍑/（6000 ㍑×10）＝0.00084 

0.00084＜1.0 

 
12.参 考 事 項 

 
 
 

備考 1. 危険物の種類は、政令第 116 条の表に掲げる名称を使用して下さい。 
    2. 8.9 欄における係数は、政令第 130 条の 9 の表に掲げる数量で、当該用途地域の欄の  

数量を１として、それに対する比を示して下さい。 
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第１号様式（第２条・第 11 条関係） 資料-02 
 工場調書の記入例 

工 場 調 書 
1 . 主 要 用 途 ガ ソ リ ン ス タ ン ド 2.敷地面積 ㎡ 
3 . 用 途 地 域 第 1 種 住 居 地 域 4.建築物の延べ面積  ㎡ 

5.業 種 
金 

 

属 

機 
 

械 

化 
 

学 

電
気･

ガ
ス 

土
石･

窯
業 

紡 
 

績 

製
材･

木
工 

食 
 

品 

印
刷･

製
本 

危

険

物 
そ

の

他 
品
目 

製
造
処
理  

 作 業 場 の 用 途 作業場の床
面積 機械の種類 台 数 原動機の出

力数(KW) 

新(増)設 
自動車修理作業場 
洗 車 

3 5 ㎡ 
屋 外 

コンプレッサー

洗 車 機 
1 
1 

0.5 
0.9 

既 設 
   

 
  

6.作業場及び設

備の概要 

合 計 
 3 5 ㎡  

 

2 1.4＜1.5 

7.危 険 物 あり(第２号様式危険物調書による) ・  なし 
 
 
 

8．本申請による 
 作業の詳細な 
 説明  

        

 
 
 
 
 
 
 

原材料から製品に至る作業の流れの図解(機械の名称、馬力数ならびに原材料名
及び製品名等を付記して下さい) 
 
自動車修理作業場 
コンプレッサー（0.5ｋｗ）によるタイヤ交換、オイル交換 
 
入庫 タイヤ交換・オイル交換 出庫 

洗車 
空気圧縮洗車機（0.9ｋｗ）による自動車の洗車 
入庫 洗車  出庫 
 

9.参 考 事 項 
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